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陸前高田市経営開始資金交付要綱を次のように定め、令和４年度の補助金から適用

する。
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陸前高田市長 戸 羽 太

陸前高田市経営開始資金交付要綱

（趣旨）

第１ この要綱は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、市内におい

て次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内において陸

前高田市経営開始資金（以下「資金」という。）を交付することに関し、新規就農

者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事

務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。）及び陸前高田市補助金交付規則

（昭和３３年規則第２号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付要件）

第２ 資金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、国実

施要綱別記２第５第２項第１号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

（資金の額及び交付期間）

第３ 資金の額及び交付期間は、国実施要綱別記２第５第２項第２号に定めるとおり

とする。

（青年等就農計画等の承認申請）

第４ 資金の交付を受けようとする者は、陸前高田市青年等就農計画等承認申請書に

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条の４第１項に規定す

る青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料（以下「青年等就農計画等」とい

う。）を添えて市長に承認申請するものとする。

２ 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、その結

果を陸前高田市青年等就農計画等承認通知書又は陸前高田市青年等就農計画等不承

認通知書により申請者に通知するものとする。



３ 市長は、青年等就農計画等の内容の審査に当たっては、必要に応じて関係者に面

接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

（青年等就農計画等の変更申請）

第５ 第４第２項の規定による承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するとき

は、青年等就農計画等変更申請書に必要書類を添えて市長に提出し承認を得なけれ

ばならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごと

の経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、これを要しない。

２ 第４第２項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

（資金の交付申請等）

第６ 第４第２項の規定による承認の通知を受けた者は、経営開始資金交付申請書兼

請求書（以下「申請書兼請求書」という。）に市税等納付（納入）状況確認承諾書

を添えて市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定による申請は、半年分又は１年分を単位として行うことを基本とし、

申請する資金の対象期間の最初の日から半年又は１年以内に行うものとする。

３ 市長は、申請書兼請求書の受理後、規則第４条の規定により交付決定を行うもの

とする。

４ 市長は、規則第６条の規定による交付決定（以下「交付決定」という。）の通知

を行った後、第１項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第１２条第２項

に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとし、同条第３項の規定により

資金を交付するものとする。

（資金の変更申請）

第７ 第６第１項の規定による申請を行った者が、第５第１項の規定による青年等就

農計画等の変更に伴い、申請の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ経営開始資

金交付申請書兼請求書に必要書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならな

い。

２ 市長は、前項の変更申請を承認した後、規則第１１条第１項の規定による交付決

定の変更を行うものとする。

３ 市長は、規則第１１条第１項の規定による交付決定の変更をし、同条第２項の規

定による通知を行った後、第１項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第

１２条第２項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとし、同条第３項

の規定により資金を交付するものとする。



（就農状況報告等）

第８ 交付対象者は、交付期間中、毎年７月末及び１月末までにその直前の６月間の

就農状況について、就農状況報告により市長に報告しなければならない。

２ 交付対象者は、交付期間終了後５年間（第５項の規定により就農を中断した場合

は、就農中断期間を除いて５年間）、毎年７月末及び１月末までにその直近６月間

の作業日誌を市長に提出しなければならない。

３ 交付対象者であった者で交付期間終了後５年以内の者が農業経営を中止し、離農

した場合は、離農後１月以内に離農届を市長に提出しなければならない。

４ 交付対象者及び交付対象者であった者で交付期間終了後５年以内のものが氏名、

住所、電話番号等を変更した場合は、これらの変更があった日から１月以内に住所

等変更届を市長に提出しなければならない。

５ 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中

断する場合は、中断後１月以内に市長に就農中断届を提出しなければならない。

６ 前項の就農中断期間は、就農を中断した日から原則１年以内とし、就農を再開す

る場合は、就農再開届を市長に提出するものとする。

（受給の中止）

第９ 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、中止届を市長に提出しなければ

ならない。

２ 市長は、交付対象者から前項の規定による中止の届出があった場合は、資金の交

付を停止する。

（農業経営の休止）

第１０ 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合

は、休止届を市長に提出しなければならない。

２ 前項の休止期間は、農業経営を休止した日から原則１年以内とし、農業経営を再

開する場合は、経営再開届を市長に提出するものとする。

（資金の返還免除申請）

第１１ 国実施要綱別記２第５第２第４号ただし書きの規定による返還の免除を受け

ようとする者は、返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

（補則）

第１２ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。


